
議案第７３号

杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和元年１１月１９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例

杉並区立自転車駐車場条例（平成５年杉並区条例第３１号）の一部を次のように

改正する。

別表第１に次のように加える。

杉並区立西永福北自転車駐車場 杉並区永福三丁目５５番７号

杉並区立西永福南第一自転車駐車場 杉並区永福三丁目３８番１０号

杉並区立西永福南第二自転車駐車場 杉並区浜田山一丁目３３番３号

別表第２の２の部中「及び杉並区立荻窪北第三自転車駐車場」を「、杉並区立荻

窪北第三自転車駐車場及び杉並区立西永福南第二自転車駐車場」に改める。

附 則

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、次項の規定は公布の日から、別表第１の改正規定中杉並区立西永福北自転

車駐車場に係る部分は同年２月１日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区立自転車駐車場条例別表第１に規定する杉並区

立西永福南第一自転車駐車場及び杉並区立西永福南第二自転車駐車場の定期使用

の承認に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

３ 杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例（昭和５９年杉並区条例

第４６号）の一部を次のように改正する。

目次中「第３章 自転車置場等の利用（第１６条―第１９条）」を「第３章

削除」に改める。



第３章を次のように改める。

第３章 削除

第１６条から第１９条まで 削除

（提案理由）

自転車駐車場３箇所の設置に伴い、その名称及び位置を定める等の必要がある。
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杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

附則第３項による改正（杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例の一

部改正）

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

第１章及び第２章 略 第１章及び第２章 略

第３章 削除 第３章 自転車置場等の利用（第１６

条―第１９条）

第４章～第８章 略 第４章～第８章 略

附則 附則

第３章 削除 第３章 自転車置場等の利用

第１６条から第１９条まで 削除 （利用登録）

第１６条 区が設置する自転車駐車施設

のうち、規則で定める自転車置場及び

区長が指定する暫定的な駐車指定箇所

（以下「自転車置場等」という。）を

利用しようとする者は、規則で定める

ところにより利用登録を受けなければ

ならない。

２ 前項の利用登録を受けることができ

る者及びその利用登録の有効期間は、

規則で定める。

３ 区長は、自転車置場等の効果的な利

用調整を図るため、必要がある場合

は、利用登録を制限することができ

る。

（登録手数料）

資 料 １
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第１７条 前条の利用登録を受けようと

する者は、１台につき登録手数料４，

０００円を納付しなければならない。

２ 区長は、特別な理由があると認める

ときは、規則で定めるところにより登

録手数料を減額し、又は免除すること

ができる。

３ 既納の登録手数料は、還付しない。

ただし、区長が特別な理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付

することができる。

（利用登録の取消し）

第１８条 区長は、第１６条第１項の利

用登録を受けた者が次の各号の一に該

当する場合は、その利用登録を取り消

すことができる。

(１) 偽りその他不正な手段により利

用登録を受けたとき。

(２) この条例又はこの条例に基づく

規則に違反したとき。

(３) 前２号に定めるもののほか区長

の指示に従わないとき。

（利用の休止）

第１９条 区長は、自転車置場等の整備

その他必要があるときは、自転車置場

等の利用を休止することができる。


